
 
１．会 合 名 公社債の店頭取引等に関する検討部会 

２．日 時 平成 23 年６月 13 日（月） 

３．議 案 

 

（審議事項） 

ＴＯＫＹＯ ＰＲＯ－ＢＯＮＤ Ｍａｒｋｅｔ上場銘柄の売買参考統計

値制度における取扱いについて  

４．主な内容 

 

（審議事項） 

ＴＯＫＹＯ ＰＲＯ－ＢＯＮＤ Ｍａｒｋｅｔ上場銘柄の売買参考統

計値制度における取扱いについて 

 

本年５月 17 日、株式会社ＴＯＫＹＯ ＡＩＭ取引所において、プロ

向け債券市場「ＴＯＫＹＯ ＰＲＯ－ＢＯＮＤ Ｍａｒｋｅｔ」（以下「Ｐ

ＲＯ－ＢＯＮＤ市場」という。）に関する規程・規則につき金融庁から

認可を取得したところであるが、今般、同取引所より、「ＰＲＯ－ＢＯ

ＮＤ市場」の制度に基づき発行された債券についても、投資家の利便

性向上の観点から「売買参考統計値制度」の対象にして欲しい旨の要

望があり、検討を行った。 

  公募債を対象としている現行の売買参考統計値制度では、特定投資

家私募であるＰＲＯ－ＢＯＮＤ市場制度に基づき発行された銘柄を制

度対象とすることは難しく、何らかの規則改正が必要になる。そこで、

当該銘柄が一定基準以上の開示を求めていることなどから、公募に準

じるものとして取扱い、売買参考統計値制度の対象に含む案を提示し

て意見を募った。 

  結果、「ＰＲＯ－ＢＯＮＤ市場」の制度に基づき発行された債券につ

いても売買参考統計値制度の対象に含めるべきである旨の結論が取り

まとめられた。 

 

以 上 

５．そ の 他 ※本議事要旨は暫定版であり、今後、内容が一部変更される可能性があり

ます。 

６．本件に関する

問い合わせ先 
 

自主規制２部（０３－３６６７－８４５６）  
 

 


